緊急通報装置貸与契約書

ひとり暮らし高齢者等の孤独感を和らげるとともに、緊急事態に対応するため、薩摩川内市が設置した緊急通報装置の貸与に関し、薩摩川内市（以下「甲」という。）と緊急通報装置借用者（以下「乙」という。）との間に次のとおり契約を締結する。

第１条　甲は、緊急通報体制整備事業実施要綱（以下、「実施要綱」という。）に定める高齢者等に対し、緊急通報装置（以下、「装置」という）を無償で貸与する。

第２条　緊急通報装置設置に要する経費は、甲が負担する。

第３条　基本料金及び通話料金（以下「電話使用料」という。）その他の維持に要する費用は、乙の負担とする。

２　電話使用料の納入通知書は、西日本電信電話株式会社から直接乙に送付させるものとする。

３　乙は、前項の納入通知書を受理したときは、定められた期限内にその費用を西日本電信電話株式会社に納入しなければならない。
第４条　乙は、甲から貸与を受けた装置を第三者に転貸又は譲渡してはならない。

第５条　甲は、装置を設置した後において、実施要綱に定める設置基準に照らし合わせ、貸与の必要がないと認めるとき、又は乙が当該月の電話使用料の納入を２ヶ月間怠ったとき、若しくは乙が故意又は重大な過失により装置を滅失または棄損したときは、甲はこの契約を解除し、直ちに装置を撤去することができる。

２　前項の規定により、甲から装置の返納の要請を受けたときは、乙はこれに応じなければならない。

第６条　乙は、この契約の締結にあたり、連帯保証人（以下「丙」という。）を定めなければならない。

２　乙が電話使用料の納入を怠ったとき、又は第７条に規定する乙の負担費用があるときは、丙は連帯してその責めを負うものとする。

第７条　乙は、装置の全部又は一部を滅失し又は棄損したときは、直ちに甲にその状況を報告しなければならない。

２　前項の滅失又は棄損が、乙の故意又は重大な過失によるものと市長が認めたときは、その装置の取替えに要する費用又は修理に要する費用は、乙が負担しなければならない。

　　この契約を証するため本書３通を作成し、それぞれ記名押印の上各自１通を所持保管するものとする。

　令和　　　年　　　月　　　日

甲　薩摩川内市神田町３番２２号
　　　　　　　　　　　　　　　　　薩摩川内市長　　田中　良二　　　　　㊞　

乙　薩摩川内市　　　　　町　　　　　番　　　　　号
　　　　　　　　　　　丁目　　　　番地

　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

丙　連帯保証人

　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　

　　

